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一

は

じ

め

に

一

第
二
次
大
戦
前
、
行
政
法
通
則
の
法
典
化
の
視
点
か
ら
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
行
政
法
草
案
や
同
修
正
草
案
の
紹
介
等
が
あ
り
、

昭
和
三
九
年
に
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
（
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
）
の
一
九
六
三
年
「
模
範
草
案
」
の
紹
介
等
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
草
案
に

は
、
行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
に
関
す
る
規
定
も
含
ま
れ
て
い
る
。
一
九
七
六
年
制
定
の
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
の
四
八
条
・
四
九
条
は
、
行

政
行
為
の
取
消
・
撤
回
に
つ
い
て
包
括
的
に
定
め
る
一
般
法
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
従
来
の
判
例
・
学
説
や
法
令
等

の
規
定
の
影
響
が
多
分
に
み
ら
れ
る
。
各
州
で
も
、
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
に
な
ら
っ
た
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。

二

行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
の
検
討
に
際
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
、

(

１)

Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
八
条
・
四
九
条
等
の
ほ
か
、
第

二
次
大
戦
前
ド
イ
ツ
の
一
般
的
法
令
・
法
律
草
案
や
一
九
六
三
年
「
模
範
草
案
」
な
ど
に
お
け
る
当
該
規
定
も
一
考
に
値
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
行
政
行
為
の
取
消
規
定
に
つ
い
て
は
さ
き
に
簡
単
に
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

(

２)

本
稿
は
、
二
、
三
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の
文
献
に
基
づ
き
、
よ
り
く
わ
し
く
言
及
を
試
み
よ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
１)

ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
博
也
『
行
政
行
為
の
無
効
と
取
消
』(

東
大
出
版
会
、
昭
和
四
三
・
一
九
六
八
）
六
五

頁
以
下
な
ど
。

(

２)

乙
部
哲
郎
「
連
邦
行
政
手
続
法
等
に
お
け
る
行
政
行
為
の
取
消
」
神
院
三
四
巻
三
号
（
平
成
一
七
・
二
〇
〇
五
）
一
三
七
頁
以
下
。

二

第
二
次
大
戦
前
の
動
向

一

存
続
効
の
承
認
前

一

ア
ル
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
学
説
で
は
、
一
八
九
五
年
に
、
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ア
ー
が
、
違
法
な
行
政
行
為
は
別
の
行
為
に
よ
り

廃
止
さ
れ
る
ま
で
は
有
効
で
あ
り
、
官
庁
も
職
権
に
よ
り
違
法
な
行
政
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
、
行
政
行
為
の
拘

束
力
（B

in
d

u
n

g
sw

irk
u

n
g)

・
存
続
効
（B

e
stan

d
sk

raft

）
の
概
念
を
初
め
て
明
示
し
た
と
し
て
、
こ
れ
を
基
準
に
そ
の
前
の
時
期

を
存
続
効
の
承
認
前
、
後
の
時
期
を
承
認
後
に
分
け
て
行
政
行
為
の
修
正
（K

o
rre

k
tu

r

）(

取
消
・
撤
回
）
に
関
す
る
主
要
な
旧
規

定
の
展
開
を
概
観
す
る
が
、
巻
末
に
付
録
と
し
て
こ
の
規
定
群
を
も
収
録
し
て
い
る

(

３)

。

行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
に
関
す
る
規
定
の
先
駆
は
、
一
八
一
〇
年
一
〇
月
二
八
日
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
一
般
営
業
税
の
導
入

に
関
す
る
勅
令
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
商
工
業
の
営
業
の
開
始
・
継
続
に
は
営
業
証
明
書
（G

e
w

e
rb

e
sch

e
in

）
を
取

得
し
て
そ
こ
で
示
さ
れ
た
租
税
を
納
付
す
べ
き
こ
と
（
一
条)

、
営
業
証
明
書
は
営
業
の
開
始
・
継
続
の
権
能
を
与
え
、
営
業
証
明

書
な
し
に
営
業
し
た
者
は
、
一
年
間
の
納
税
額
の
六
倍
の
罰
金
を
科
さ
れ
る
こ
と
（
二
条)

、
営
業
証
明
書
の
所
有
者
は
営
業
地
の

警
察
命
令
に
服
し
、
警
察
法
等
に
所
定
の
制
限
に
服
す
べ
き
こ
と
（
一
八
条
）
を
定
め
る
。
ア
ル
ン
ト
は
、
こ
の
営
業
証
明
書
を
許
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可
（E

rlau
b

n
is

）
と
同
視
し
て
、
一
八
条
に
よ
り
許
可
後
も
警
察
上
の
理
由
に
よ
り
営
業
は
い
つ
で
も
拒
否
・
制
限
さ
れ
う
る
と

み
る
が
、
た
だ
行
政
行
為
の
拘
束
力
・
存
続
効
の
考
え
方
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
。
法
文
で
み
る
か
ぎ
り
は
、
こ
の
見
方
は
適
切
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
に
関
す
る
最
初
の
真
正
の
規
定
は
、
一
八
六
四
年
の
バ
ー
デ
ン
大
公
国
の
内
部
行
政
の
組
織
に
関
す
る

法
律
の
執
行
命
令
八
八
条
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
同
条
は
、
処
分
（�

����
�
�
�
�

）
ま
た
は
決
定
（E

n
tsch

e
id

u
n

g

）
を
変
更
し
（	


���
�
��

）
ま
た
は
全
部
廃
止
す
る
（g

an
z

au
fh

e
b
e

n

）
こ
と
が
で
き
る
事
由
と
し
て
、
当
事
者
が
処
分
等
に
基
づ
き
法
律
上
の
請

求
権
を
取
得
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
官
庁
の
見
解
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
（
一
号)

、
重
要
な
関
係
に
お
い
て
（in

w
e

se
n

tlich
e

r

B
e

zie
h

u
n

g

）
事
実
関
係
が
変
更
し
た
こ
と
（
二
号
）
を
定
め
る
。
こ
こ
で
変
更
は
一
部
廃
止
を
意
味
す
る
も
の
の
よ
う
に
解
さ
れ
、

今
日
に
通
じ
る
用
語
法
が
う
か
が
わ
れ
る
。
行
政
行
為
の
拘
束
力
・
存
続
効
を
認
め
る
趣
旨
も
う
か
が
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
同
条

は
、
処
分
庁
ま
た
は
そ
の
上
級
庁
は
当
事
者
の
不
服
申
立
て
ま
た
は
申
請
（A

n
su

ch
e

n

）
に
基
づ
き
、
も
は
や
不
服
申
立
て
が
命

令
の
規
定
に
よ
り
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
処
分
・
決
定
を
廃
止
変
更
で
き
る
と
定
め
る
が
、
右
の
申
請
は
職
権
に
よ
る
廃
止

変
更
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
み
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
行
政
行
為
の
発
付
後
の
重
要
な
事
実
関
係
の
変
更
は
、
撤
回
事
由
と
し
て
広
く

承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
九
条
二
項
三
号
参
照)

。

行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
に
関
す
る
真
正
の
規
定
は
、
一
八
六
九
年
六
月
二
一
日
の
北
ド
イ
ツ
同
盟
の
営
業
法
五
三
条
に
も
み
ら

れ
、
承
認
（A

p
p

ro
b

atio
n

）
を
取
り
消
し
（��

��
��
�
��

�
�
�

）
う
る
事
由
と
し
て
、
そ
の
発
付
の
理
由
と
な
っ
た
証
拠
が
不
当

（U
n

rich
tig

k
e

it

）
で
あ
る
こ
と
（
一
項)

、
認
可
（G

e
n

e
h

m
ig

u
n

g
）
等
を
取
り
消
し
う
る
事
由
と
し
て
、
右
の
ほ
か
認
可
等
の
要

件
を
欠
く
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
定
め
る
（
二
項
一
文)

。
同
条
は
多
く
の
修
正
を
う
け
た
が
、
一
二
〇
年
近
く
存
続
し

た
と
い
う
。
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二

ア
ル
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
租
税
行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
租
税
改
革
（
一
八
一
〇

〜
一
八
二
〇
年
）
前
ま
で
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
法
（
Ａ
Ｌ
Ｒ
）
に
よ
り
一
般
の
時
効
期
間
内
で
あ
れ

ば
租
税
の
請
求
（
三
〇
年)

・
還
付
（
四
四
年
）
は
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
租
税
改
革
の
過
程
で
い
く
つ
か
の
個
別

法
に
よ
り
、
瑕
疵
あ
る
租
税
確
定
後
の
租
税
の
請
求
・
還
付
は
可
能
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
一
八
年
五
月

二
六
日
の
関
税
お
よ
び
消
費
税
法
一
〇
八
条
二
項
は
、
ま
さ
に
租
税
徴
収
の
過
不
足
の
場
合
の
請
求
・
還
付
を
定
め
る
。
ア
ル
ン
ト

は
、
立
法
者
が
違
法
な
租
税
決
定
の
取
消
が
な
く
て
も
租
税
の
請
求
・
還
付
は
可
能
と
み
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
同
条
は

そ
の
後
の
取
消
規
定
の
先
駆
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

租
税
行
政
行
為
の
修
正
に
関
す
る
最
初
の
真
正
の
規
定
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
一
八
七
六
年
七
月
三
日
の
営
業
税
の
課
税
等
に

関
す
る
法
律
七
条
二
項
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
同
条
項
は
、
営
業
の
範
囲
・
種
類
に
変
更
が
あ
っ
て
営
業
税
の
増
額
ま
た
は
免
除
剥

奪
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
政
府
は
税
率
（S

te
u

e
rsatz

）
を
改
め
て
確
定
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
定
め
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
初
め
て

原
租
税
確
定
の
修
正
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

３)
M

.
A

rn
d

t,
�
�
��
�
��
�
	

u
n

d
W

id
e

rru
f

v
o

n
V

e
rw

altu
n

g
sak

te
n
-A

u
fh

e
b

u
n

g
u

n
d


�
�	�

�
�

v
o

n
S

te
u

e
rb

e
sch

e
id

e
n
,

1
9

9
8
,

S
.

2
9

ff.,
2

2
8

ff.

た
だ
し
、
法
律
草
案
の
規
定
は
収
録
し
て
い
な
い
。

二

存
続
効
の
承
認
後

一

ア
ル
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ア
ー
以
後
も
、
租
税
法
律
は
租
税
決
定
の
取
消
・
撤
回
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、

単
に
租
税
の
請
求
・
還
付
を
定
め
る
こ
と
に
甘
ん
じ
た
（
例
、
一
九
一
一
年
二
月
一
四
日
の
増
加
税
法
三
四
条

(

４))

。
し
か
し
、
こ
の

間
に
も
、
学
説
・
判
例
は
、
租
税
の
請
求
は
違
法
な
租
税
決
定
を
廃
止
し
て
行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
。
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一
九
一
九
年
の
ラ
イ
ヒ
租
税
通
則
法
（
Ｒ
Ａ
Ｏ
）
七
四
条
か
ら
七
八
条
は
、
初
め
て
全
税
種
に
通
用
す
る
租
税
決
定
の
取
消
変
更

を
定
め
た
。
七
四
条
は
、
処
分
は
告
知
前
に
は
取
り
消
し
ま
た
は
変
更
し
、
他
の
処
分
に
代
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
（
一
項)

、

口
頭
審
査
後
に
通
知
さ
れ
た
決
定
は
取
消
変
更
で
き
な
い
こ
と
（
二
項)

、
書
損
じ
・
計
算
違
い
な
ど
明
白
な
誤
謬
は
告
知
・
通
知

後
も
訂
正
し
（b

e
rich

tig
e

n

）
う
る
こ
と
（
三
項
）
を
定
め
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
明
ら
か
に
行
政
行
為
の
拘
束
力
・
存
続
効
や
取
消

変
更
と
訂
正
の
違
い
を
承
認
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
今
日
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
告
知
前
に
は
処
分
の
成
立
は
な
く
、

成
立
し
な
い
処
分
の
取
消
変
更
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
七
五
条
は
、
官
庁
が
処
分
後
に
処
分
は
是
認
さ
れ
な
い
（u

n
g
e

re
ch

tf-

e
rtig

t

）
と
認
め
る
と
き
は
、
七
六
条
か
ら
七
八
条
等
に
別
段
の
規
定
の
な
い
か
ぎ
り
取
消
変
更
で
き
る
こ
と
、
処
分
が
申
請
に
基

づ
い
て
の
み
発
し
う
る
場
合
に
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
と
き
は
、
申
請
に
基
づ
い
て
の
み
こ
れ
を
変
更
で
き
る
こ
と
を
定
め
る
。
七
六

条
は
、
租
税
決
定
の
取
消
変
更
の
事
由
と
し
て
、
租
税
決
定
が
関
税
ま
た
は
消
費
税
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
一
項
一
号)

、

そ
の
ほ
か
の
税
種
に
係
わ
る
場
合
に
は
、
納
税
義
務
者
が
同
意
す
る
（zu

stim
m

e
n

）
こ
と
を
定
め
、
租
税
決
定
が
不
可
争
と
な
っ

た
と
き
は
納
税
義
務
者
の
不
利
益
に
の
み
取
消
変
更
は
許
さ
れ
る
こ
と
（
一
項
二
号)

、
異
議
申
立
決
定
（E

in
sp

ru
ch

se
n

tsch
e

id
u
-

n
g

）
の
取
消
変
更
の
事
由
も
一
項
二
号
の
事
由
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
不
服
申
立
決
定
は
取
消
変
更
で
き
な
い
こ
と

（
三
項
）
を
定
め
る
。
相
手
方
の
同
意
が
明
規
さ
れ
た
こ
と
は
今
日
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、
不
可
争
後
の
租
税
決
定
の
取
消
変

更
は
納
税
義
務
者
の
不
利
益
に
の
み
許
さ
れ
る
の
は
、
今
日
の
理
解
（
後
記
の
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
行
政
法
一
四
一
条
も
同
様
）
と
は

異
な
る
で
あ
ろ
う
。

七
七
条
は
、
強
制
手
段
・
保
証
金
・
租
税
付
加
金
な
ど
を
確
定
す
る
処
分
は
、
当
事
者
の
利
益
に
の
み
取
消
変
更
が
許
さ
れ
る
と

す
る
。
七
八
条
一
項
は
、
関
係
人
に
権
能
や
利
益
を
与
え
義
務
を
免
ず
る
処
分
は
、
撤
回
ま
た
は
条
件
が
留
保
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

事
項
的
権
限
の
な
い
官
署
が
発
し
た
と
き
（
一
号)

、
処
分
を
発
す
る
さ
い
の
決
定
的
な
（�

��
�
����

�

）
事
実
関
係
が
変
更
し
た

行政行為の取消・撤回に関する一般的規定の展開
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と
き
、
ま
た
は
、
こ
の
事
実
関
係
が
関
係
人
の
不
当
も
し
く
は
誤
っ
た
（������
�
���

�

）
申
述
（A

n
g

ab
e

）
に
基
づ
く
も
の
と
認
め

ら
れ
る
と
き
（
二
号)

、
関
係
人
が
利
益
賦
与
の
際
に
課
さ
れ
た
条
件
も
し
く
は
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
、
ま
た
は
、
事
後
に
求

め
ら
れ
た
担
保
を
提
供
し
な
い
と
き
（
三
号
）
に
の
み
、
取
り
消
し
ま
た
は
制
限
す
る
（���

	
�
���

�
��

）
こ
と
が
で
き
る
と
定
め

る
。
七
八
条
二
項
は
、
関
係
人
が
詐
欺
・
強
制
（Z

w
an

g)

・
賄
賂
の
ご
と
き
不
正
手
段
（u

n
lau

te
re

M
itte

l

）
を
つ
う
じ
て
処
分

を
さ
せ
た
と
き
は
、
処
分
は
遡
及
効
を
も
っ
て
取
り
消
し
う
る
こ
と
を
定
め
る
。
七
七
条
に
い
う
処
分
は
い
わ
ば
侵
益
的
行
政
行
為

に
相
当
す
る
か
ら
、
そ
の
取
消
変
更
は
当
事
者
の
利
益
に
か
な
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
七
八
条
は
授
益
的
行
政
行
為
の
取
消
制
限
は
自

由
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
か
つ
、
取
消
制
限
の
事
由
も
一
九
七
六
年
に
制
定
の
租
税
通
則
法
（
Ａ
Ｏ
）
一
三
〇
条
・
一
三
一
条
の

取
消
・
撤
回
事
由
と
か
な
り
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

右
の
よ
う
に
Ｒ
Ａ
Ｏ
七
四
条
以
下
と
り
わ
け
七
七
条
・
七
八
条
は
、
侵
益
的
行
政
行
為
と
授
益
的
行
政
行
為
と
で
取
消
制
限
の
許

容
要
件
を
区
別
す
る
な
ど
、
今
日
か
ら
み
て
も
か
な
り
整
備
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
二
一
二
条
は
租

税
決
定
の
取
消
変
更
に
よ
ら
な
い
租
税
請
求
の
可
能
性
を
認
め
て
お
り
、
七
四
条
か
ら
七
八
条
と
整
合
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い

う
の
が
ア
ル
ン
ト
の
見
解
で
あ
る
。

ア
ル
ン
ト
は
、
一
九
三
一
年
の
新
Ｒ
Ａ
Ｏ
九
二
条
か
ら
九
六
条
、
二
二
二
条
か
ら
二
二
四
条
は
、
旧
法
の
規
律
に
本
質
的
な
変
更

を
加
え
る
こ
と
な
く
若
干
の
補
足
と
修
正
を
し
た
だ
け
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
収
録
し
て
い
な
い
。

二

い
く
つ
か
の
邦
で
は
、
行
政
法
通
則
の
法
典
化
の
た
め
の
法
律
・
法
律
草
案
ま
た
は
命
令
が
生
ま
れ
、
そ
の
中
に
行
政
行
為

の
取
消
・
撤
回
に
関
す
る
規
定
が
お
か
れ
た
。
一
九
二
六
年
六
月
一
〇
日
の
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
行
政
法
一
四
一
条
か
ら
一
四
六
条
は

詳
細
な
規
定
で
あ
り
、
今
日
か
ら
み
て
も
か
な
り
整
備
さ
れ
た
内
容
を
含
み
、
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
八
条
・
四
九
条
に
も
重
要
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
各
条
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
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一
四
一
条
は
、
処
分
庁
は
、
処
分
が
是
認
で
き
な
い
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
一
四
二
条
か
ら
一
四
四
条
・
一
四
六
条
に
別
段
の

規
定
の
な
い
か
ぎ
り
、
不
可
争
と
な
っ
た
と
き
で
も
取
消
ま
た
は
変
更
で
き
る
と
す
る
。

一
四
二
条
一
項
は
、
優
越
的
な
公
共
の
福
祉
（g

e
m

e
in

W
o

h
l

）
の
み
を
理
由
に
、
関
係
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
不
利
益
に

処
分
を
取
消
変
更
で
き
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
律
に
よ
り
排
除
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
撤
回
が
留
保
さ
れ
て
い
る
と
き
（
一
号)

、

事
項
的
権
限
の
な
い
官
庁
が
処
分
を
発
し
た
と
き
（
二
号)

、
処
分
時
に
通
用
す
る
法
に
違
反
す
る
と
き
（
三
号)

、
処
分
に
決
定
的

な
事
実
関
係
の
存
在
が
関
係
人
の
不
当
ま
た
は
誤
っ
た
申
述
に
基
づ
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
四
号)

、
不
正
な
手
段
を
通
じ

て
処
分
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
（
五
号)

、
法
律
に
よ
り
取
消
変
更
の
た
め
の
そ
の
他
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
と
き
（
六
号
）
は
こ
の

限
り
で
な
い
と
す
る
。
一
号
か
ら
六
号
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
優
越
的
な
公
共
の
福
祉
の
理
由
や
関
係
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ

の
不
利
益
に
処
分
を
取
消
変
更
で
き
る
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
条
二
項
は
、
処
分
が
申
請
に
基
づ
い
て
の
み
発
し
う

る
場
合
に
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
と
き
は
、
申
請
に
基
づ
い
て
の
み
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
、
同
条
三
項
は
、
強
制

手
段
を
設
定
す
る
処
分
は
、
当
事
者
の
利
益
の
た
め
の
取
消
変
更
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
る
。
一
四
二
条
一
項
は
前
掲
の
一
九
一

九
年
の
Ｒ
Ａ
Ｏ
七
八
条
に
、
一
四
二
条
二
項
は
同
七
五
条
に
、
一
四
二
条
三
項
は
同
七
七
条
に
、
そ
れ
ぞ
れ
類
似
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

一
四
三
条
一
文
は
、
関
係
人
に
権
能
や
利
益
を
与
え
義
務
を
免
ず
る
処
分
は
、
法
律
に
よ
り
排
除
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
撤
回
が
留

保
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
関
係
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
不
利
益
に
取
消
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
と
し
て
、
事
項
的
権

限
の
な
い
官
署
が
発
し
た
と
き
（
一
号)

、
処
分
時
に
通
用
す
る
法
に
違
反
す
る
と
き
（
二
号)

、
処
分
時
の
法
の
変
更
の
場
合
に
、

許
可
等
を
い
ま
だ
利
用
し
て
い
な
い
（n

o
ch

k
e

in
G

e
b

rau
ch

m
ach

e
n

）
と
き
や
そ
の
限
り
で
、
ま
た
は
、
新
法
に
よ
れ
ば
許
可

等
の
拒
否
を
正
当
と
す
る
よ
う
な
事
実
が
存
す
る
と
き
や
そ
の
限
り
で
（
三
号)
、
処
分
に
決
定
的
な
事
実
関
係
が
変
更
し
た
と
き

行政行為の取消・撤回に関する一般的規定の展開
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（
四
号)

、
処
分
に
決
定
的
な
事
実
関
係
の
存
在
が
関
係
人
の
不
当
ま
た
は
誤
っ
た
申
述
に
基
づ
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
五

号)
、
不
正
な
手
段
を
通
じ
て
処
分
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
（
六
号)

、
受
益
者
が
許
可
等
の
賦
与
の
際
に
課
さ
れ
た
義
務
を
履
行
し
な

い
と
き
（
七
号)

、
警
察
官
庁
が
そ
の
責
任
な
く
し
て
許
可
等
の
拒
否
権
限
が
あ
る
よ
う
な
事
実
を
事
後
に
知
り
、
か
つ
、
こ
の
事

実
が
警
察
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
を
侵
す
で
あ
ろ
う
と
き
を
定
め
る
（
八
号)

。
三
号
・
四
号
の
場
合
に
は
、
同
時
に
公
共
の
福

祉
に
対
す
る
優
勢
な
不
利
益
や
危
険
を
防
止
し
ま
た
は
除
去
す
る
た
め
に
取
消
変
更
が
必
要
で
あ
る
と
き
を
定
め
る
（
同
条
二
文)

。

こ
の
よ
う
に
、
一
四
三
条
は
明
ら
か
に
授
益
的
行
政
行
為
の
取
消
変
更
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
四
二
条
一
項
に
定
め

る
取
消
変
更
の
事
由
に
類
似
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
四
四
条
一
項
は
、
一
四
二
条
一
項
五
号
・
一
四
三
条
六
号
の
場
合
に
、
受
益
者
自
身
が
不
正
な
手
段
を
利
用
し
た
こ
と
を
知
っ

て
い
た
と
き
は
、
処
分
は
遡
及
効
を
も
っ
て
し
て
も
取
消
変
更
で
き
る
と
す
る
。
取
消
変
更
の
範
囲
・
効
果
を
定
め
る
も
の
で
あ
る

が
、
内
容
的
に
は
前
掲
の
Ｒ
Ａ
Ｏ
七
八
条
二
項
と
同
じ
で
あ
り
、
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
八
条
二
項
四
文
よ
り
は
対
象
が
狭
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
一
四
四
条
二
項
は
、
法
律
の
規
定
が
広
く
損
失
補
償
を
認
め
な
い
か
ぎ
り
、
一
四
三
条
一
号
・
二
号
・
四
号
の
場
合
に
、
取

消
変
更
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
対
し
て
、
当
事
者
に
衡
平
（B

illig
k

e
it

）
の
範
囲
内
で
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
補
償
に
関
し
て

は
裁
判
上
の
救
済
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る

(

５)

。
受
益
者
に
責
め
に
帰
す
べ
き
事
情
が
あ
る
と
き
は
（
五
号
〜
七
号
）
損
失
補
償
を
否
定

す
る
点
で
は
、
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
八
条
三
項
や
四
九
条
六
項
に
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

一
四
五
条
は
、
不
可
争
と
な
っ
た
処
分
に
つ
い
て
の
関
係
人
に
よ
る
取
消
変
更
の
申
出
（A

n
b

rin
g
e

n

）
は
、
事
案
が
す
で
に
決

定
済
で
あ
る
た
め
に
、
一
四
一
条
か
ら
一
四
四
条
に
よ
る
取
消
変
更
の
理
由
の
な
い
か
ぎ
り
、
却
下
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
定
め
、
一

四
六
条
は
、
行
政
裁
判
所
の
確
定
力
の
あ
る
判
決
は
再
審
に
お
い
て
の
み
取
消
変
更
で
き
る
こ
と
な
ど
を
定
め
る
。

一
九
三
一
年
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
行
政
法
草
案
は
「
行
政
行
為
の
取
消
お
よ
び
変
更
」
と
題
す
る
規
定
を
お
き
（
八
二
条
〜
九
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四
条)

、
一
九
三
六
年
の
同
修
正
草
案
も
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
を
お
く
（
四
二
条
〜
五
四
条)

。
ア
ル
ン
ト
は
い
ず
れ
の
草
案
の
規
定
も

収
録
し
て
い
な
い
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
佐
々
木
・
田
中
の
両
博
士
に
よ
る
紹
介
と
園
部
博
士
に
よ
る
邦
訳
が
あ
り

(

６)

、
後
者
に
つ
い

て
は
柳
瀬
博
士
に
よ
る
紹
介
と
田
中
・
佐
藤
の
両
博
士
に
よ
る
邦
訳
も
あ
る

(

７)

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
行
政
行
為
が
違
法
・
不
当
で
あ
る

と
き
は
処
分
庁
は
こ
れ
を
取
消
変
更
で
き
る
こ
と
、
た
だ
し
、
①
授
益
的
行
政
行
為
の
取
消
（�

�
��
��
�
�	


�

）
・
制
限
の
事
由
と

し
て
、
法
違
反
、
権
限
の
な
い
官
庁
が
発
し
た
こ
と
の
ほ
か
、
申
請
人
等
の
詐
欺
・
強
迫
・
賄
賂
な
ど
の
不
正
手
段
に
基
づ
き
発
せ

ら
れ
た
こ
と
を
定
め
、
申
請
人
等
の
不
正
手
段
以
外
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
取
消
や
制
限
は
行
政
行
為
を
発
し
て
か
ら
六
か
月
以

内
に
行
う
べ
き
こ
と
、
②
認
可
・
確
認
以
外
の
授
益
的
行
政
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
、
撤
回
権
の
留
保
、
受
益
者
の
同
意
、

受
益
者
に
よ
る
義
務
・
負
担
の
不
履
行
、
③
許
可
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
事
実
関
係
の
変
更
、
公
共
の
安
全
ま
た
は
第
三

者
の
重
大
な
利
益
が
あ
る
と
き
を
も
取
消
・
制
限
の
事
由
と
し
て
定
め
る
。
な
お
、
不
正
手
段
に
基
づ
き
発
せ
ら
れ
た
行
政
行
為
や

命
令
的
法
規
違
反
の

(

侵
益
的)

行
政
行
為
（
園
部
、
田
中
・
佐
藤
の
各
博
士
は
「
負
担
的
行
政
行
為
」
の
訳
語
を
あ
て
る
）
の
場

合
は
、
取
消
の
効
果
は
遡
及
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

前
記
の
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
行
政
法
一
四
一
条
か
ら
一
四
四
条
に
対
す
る
の
と
同
様
の
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
申
請
人

等
の
不
正
手
段
が
あ
る
と
き
は
取
消
・
制
限
の
除
斥
期
間
規
定
の
適
用
が
な
い
と
す
る
点
は
、
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
八
条
四
項
二
文
と
共

通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
、
侵
益
的
行
政
行
為
と
授
益
的
行
政
行
為
と
を
区
別
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
授
益
的
行
政
行
為

に
つ
い
て
も
認
可
・
確
認
と
こ
れ
以
外
の
も
の
を
区
別
、
後
者
に
つ
い
て
も
許
可
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
し
て
、
取
消
や
制
限

の
事
由
も
別
異
に
扱
う
点
な
ど
で
注
目
に
値
す
る
。

一
九
三
一
年
六
月
一
日
の
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
四
二
条
一
項
は
、
別
段
の
法
律
の
規
定
の
な
い
か
ぎ
り
、
警
察
上
の
許
可
・

証
明
の
取
消
ま
た
は
事
後
的
制
限
が
許
さ
れ
る
事
由
と
し
て
、
許
可
・
証
明
が
現
行
法
に
違
反
す
る
と
き
（
ａ
号)

、
重
要
な
関
係

行政行為の取消・撤回に関する一般的規定の展開

71



( 72 )

に
お
い
て
不
当
ま
た
は
不
十
分
な
（�

�
��������

	
�

）
申
述
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
と
き
（
ｂ
号)

、
現
行
法
の
変
更
の
場
合
に
、

許
可
・
証
明
を
い
ま
だ
利
用
し
な
か
っ
た
と
き
や
そ
の
限
り
で
、
ま
た
は
、
新
法
に
よ
れ
ば
許
可
・
証
明
の
拒
否
を
是
認
す
る
よ
う

な
事
実
が
存
す
る
と
き
や
そ
の
限
り
で
（
ｃ
号)

、
警
察
官
庁
に
許
可
・
証
明
に
つ
い
て
拒
否
権
限
が
あ
る
よ
う
な
事
実
が
事
後
に

生
じ
た
場
合
ま
た
は
ｂ
号
と
は
異
な
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
、
個
別
事
案
に
お
い
て
許
可
・
証
明
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
警
察
上

保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
が
侵
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
き
（
ｄ
号
）
を
定
め
る
。
同
条
二
項
は
、
警
察
上
の
許
可
・
証
明
の
取
消
や
事
後

的
制
限
は
、
明
示
の
撤
回
留
保
ま
た
は
撤
回
可
能
性
が
法
律
上
明
規
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
警
察
上
の
利
益
に
お
い
て
い
つ
で
も
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。
い
ず
れ
の
取
消
・
制
限
の
事
由
も
、
前
掲
の
Ｒ
Ａ
Ｏ
や
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
行
政
法
の
一
部
に
類
似
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(

４)
A

rn
d

t,
F

n
(

3)
,

S
.

3
4

ff.

(

５)
C

.
W

.
�

�
���

	
��

T
re

u
u

n
d

G
lau

b
e

n
im

V
e

rw
altu

n
g

sre
ch

t,
D

iss.
H

e
id

e
lb

e
rg

1
9

6
3
,

S
.

1
4

9
f.

は
、
こ
こ
に
い
う
「
衡
平
」

は
信
義
則
に
基
づ
く
概
念
で
あ
り
、
ゆ
え
に
同
条
は
信
義
則
ま
た
は
信
頼
保
護
思
想
に
基
づ
く
補
償
請
求
権
を
承
認
す
る
と
し
て
、
彼
自

身
は
こ
れ
を
違
法
な
授
益
的
行
政
行
為
の
取
消
一
般
に
拡
大
す
べ
き
こ
と
を
提
言
す
る
。

(

６)

佐
々
木
惣
一
「
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
グ
行
政
法
典
の
編
纂
」
論
叢
二
七
巻
二
号
（
昭
和
七
・
一
九
三
二
）
一
四
三
頁
以
下
、
園
部
敏

「
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
行
政
法
草
案
」(

昭
和
七
・
一
九
三
二
）『
続
行
政
法
の
諸
問
題
』
所
収
（
有
信
堂
、
昭
和
三
〇
・
一
九
五
五
）
四

九
頁
以
下
、
田
中
二
郎
「
行
政
法
に
於
け
る
法
典
的
立
法
の
傾
向

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
行
政
法
典
草
案
を
中
心
と
し
て

」(

昭

和
八
・
一
九
三
三
）『

公
法
と
私
法
』
所
収
（
有
斐
閣
、
昭
和
三
〇
・
一
九
五
五
）
三
〇
五
頁
以
下
。

(

７)

柳
瀬
良
幹
「
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ヒ
の
修
正
行
政
法
典
草
案
に
就
て
（
一)
、（
二
・
完)

」
法
学
七
巻
五
号
・
六
号
（
昭
和
一
三
・
一

九
三
八)

、
田
中
二
郎
「
行
政
法
通
則
に
関
す
る
一
資
料

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
行
政
法
典
草
案
を
中
心
と
す
る
行
政
法
通
則
の
研
究
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其
の
一
」(

昭
和
一
六
・
一
九
四
一
）『

公
法
と
私
法
』
所
収
三
二
九
頁
以
下
参
照
。

三

第
二
次
大
戦
後
の
動
向

一

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
の
法
理
は
学
説
・
判
例
に
よ
っ
て
も
発
展
さ
れ
、
決
定
的
な
契
機
は
一
九

五
四
年
の
ハ
ウ
ア
イ
ゼ
ン
の
論
文
で
あ
っ
た

(

８)

。
こ
れ
に
よ
り
初
め
て
、
違
法
な
行
政
行
為
の
廃
止
を
「
取
消
」(�

�
��
�
��
�
	)

、
適

法
な
行
政
行
為
の
廃
止
を
「
撤
回
」(

W
id

e
rru

f

）
と
い
い
、
両
者
は
概
念
上
も
区
別
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ハ
ウ
ア
イ
ゼ
ン
は
、
そ

こ
で
定
立
し
た
取
消
・
撤
回
要
件
を
よ
り
具
体
化
し
た
。
彼
の
用
語
法
・
要
件
は
、
判
例
学
説
に
よ
り
基
本
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
が

(

９)

、
判
例
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
氏
な
ど
に
よ
る
紹
介
・
分
析
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
判
例
は
、
一
貫
し
て
、

瑕
疵
あ
る
行
政
行
為
が
侵
益
的
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
消
し
う
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
と
し
て
き
た
。
瑕
疵
あ
る
授
益
的

行
政
行
為
に
つ
い
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
は
同
様
で
あ
り
戦
後
も
し
ば
ら
く
は
同
様
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
六
年
一
一
月

一
四
日
の
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
決
が
初
め
て
、
そ
の
後
、
連
邦
行
政
裁
判
所
も
、
具
体
的
な
取
消
の
許
否
は
個
別
事
案

に
お
け
る
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
利
益
と
行
政
の
法
律
適
合
性
等
を
求
め
る
公
益
と
の
比
較
考
量
に
よ
り
決
め
る
べ
き
と
す
る

(

�)

。

と
こ
ろ
で
、
行
政
法
通
則
の
法
典
化
は
一
九
六
〇
年
の
第
四
三
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
の
テ
ー
マ
と
な
り
、
行
政
法
通
則
の
法
典
化

は
法
的
統
一
・
法
的
安
定
の
目
的
に
資
す
べ
き
こ
と
、
行
政
手
続
の
統
一
的
規
律
は
望
ま
し
く
必
要
で
も
あ
る
こ
と
、
行
政
法
通
則

の
法
典
中
に
は
と
り
わ
け
行
政
行
為
の
存
続
効
を
も
取
り
入
れ
る
べ
き
こ
と
な
ど
の
決
議
が
行
わ
れ
た

(

�)

。
半
年
後
に
は
行
政
手
続
法

草
案
の
作
成
の
た
め
の
作
業
が
始
ま
っ
た
が
、
当
時
か
ら
租
税
法
を
も
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
は
困
難
と
さ
れ
た

(

�)

。
一
九
六
三
年
の

「
模
範
草
案
」
の
作
成
過
程
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
南
教
授
に
よ
る
紹
介
が
あ
る

(
�)

。
行
政
行
為
の
取
消
規
定
は
（
模
範
草
案
三
七
条)

、

行政行為の取消・撤回に関する一般的規定の展開
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内
容
的
に
は
従
来
の
判
例
学
説
の
大
勢
に
従
う
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
授
益
的
行
政
行
為
の
取
消
の
扱
い
を
二
分
す
る
な
ど
重
要
な

差
異
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
一
九
六
五
年
の
「
参
事
官
草
案
」
等
を
へ
て
、
一
九
七
三
年
の
「
政
府
草
案
」(

四
四
条
以
下
）
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
や
が
て
一
九
七
六
年
の
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
（
四
八
条
以
下
）
と
し
て
結
実
し
た

(

�)

。

二

一
九
六
六
年
の
第
四
六
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
は
、
行
政
法
通
則
に
な
ら
っ
た
租
税
決
定
の
取
消
・
撤
回
規
定
を
お
く
こ
と

の
適
否
が
テ
ー
マ
と
な
り
、
そ
の
鑑
定
意
見
を
よ
せ
た
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
取
消
・
撤
回
の
体
系
と
概
念
に
つ
い
て
は
賛
成
す
る
が
内

容
面
で
は
反
対
す
る

(
�)

。
そ
し
て
、
一
九
七
六
年
、
新
Ａ
Ｏ
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

社
会
保
障
領
域
で
も
、
か
つ
て
は
、
行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
規
定
は
個
別
の
法
令
中
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
一
九
六

四
年
の
第
四
五
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
は
、
社
会
保
障
領
域
に
お
け
る
瑕
疵
あ
る
行
政
行
為
の
取
消
の
法
典
化
の
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
、

テ
ィ
ー
メ
が
講
演
を
行
い
、
討
論
が
行
わ
れ
た
。
テ
ィ
ー
メ
は
、
模
範
草
案
三
七
条
に
な
ら
っ
た
行
政
行
為
の
取
消
の
法
典
化
が
望

ま
し
い
と
い
い
、
支
配
的
見
解
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
正
式
の
提
案
は
決
議
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う

(

�)

。
そ
し
て
、
一
九
七
五
年
に
始

ま
る
「
社
会
法
典
」(

Ｓ
Ｇ
Ｂ
）
の
段
階
的
な
立
法
化
の
中
で
、
一
九
八
〇
年
に
は
第
一
〇
編
第
一
章
「
行
政
手
続
」
等
が
公
布
、

翌
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
が

(

�)

、
そ
の
四
四
条
以
下
は
行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
に
つ
い
て
初
め
て
包
括
的
に
定
め
る
一
般
法

と
し
て
重
要
で
あ
る
。

(

８)
F

.
H

au
e

ise
n
,

D
ie

�
�
��
�
��
�
	

fe
h

le
rh

afte
r

V
e

rw
altu

n
g

sak
te

,
N

JW
1

9
5

4
,

S
.

1
4

2
5
.

(

９)
A

rn
d

t,
F

n
(

3)
,

S
.

3
8

f.

(

�)

遠
藤
・
注
（
１
）
六
五
頁
以
下
。

(

�)
V

g
l.

F
.


��	

�
��

�
�

D
ie

�
�
��
�
��
�
	

fe
h

le
rh

afte
r
�	��

�
����	�

�	�
V

e
rw

altu
n

g
sak

te
,

2
.

A
u

fl.,
1

9
6

5
,

S
.

1
6

1
f.

(

�
）



��	

�
��

�
�

F
n
(

1
1)

,
S
.

1
6

7

は
、
行
政
行
為
の
取
消
に
つ
い
て
、
法
的
統
一
の
視
点
か
ら
租
税
法
や
社
会
法
領
域
の
も
の
も
組

神戸学院法学 第35巻第１号

74



( 75 )

み
込
む
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。

(
�)

南
博
方
「
西
独
の
行
政
手
続
法
模
範
草
案
の
構
想
と
概
要
」(

昭
和
三
九
・
四
〇
、
一
九
六
四
・
一
九
六
五
）『

行
政
手
続
と
行
政
処

分
』
所
収
（
弘
文
堂
、
昭
和
五
五
・
一
九
八
〇
）
七
五
頁
以
下
。

(

�
）
模
範
草
案
三
七
条
は
一
九
七
六
年
制
定
時
の
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
八
条
に
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
差
異
も
み
ら
れ
る
（
乙
部
・
注

（
２
）
頁
以
下)

。
な
お
、
模
範
草
案
三
八
条
は
行
政
行
為
の
撤
回
に
つ
い
て
定
め
、
内
容
的
に
は
制
定
時
の
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
九
条
に
ほ

と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
差
異
も
み
ら
れ
る
（
乙
部
哲
郎
「
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
手
続
法
等
に
お
け
る
行
政
行
為
の
撤
回
」
神
院
三
一
巻
四

号
〔
平
成
一
四
・
二
〇
〇
二
〕
一
頁
以
下
で
は
、
こ
の
差
異
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い)

。
す
な
わ
ち
、
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
九
条
一
項
に

は
「
不
可
争
と
な
っ
た
後
で
も｣

、
同
二
項
一
文
に
は
「
全
部
ま
た
は
一
部
、
将
来
に
対
す
る
効
力
を
も
っ
て
」
が
そ
れ
ぞ
れ
付
加
さ
れ
、

同
二
項
四
号
に
は
「
受
益
」
に
代
え
て
「
授
益
」
と
さ
れ
、
同
四
項
が
付
加
さ
れ
る
な
ど
し
た
よ
う
で
あ
る
。v

g
l.

H
u

b
e

rt
M

e
y
e

r
in

:

K
n

ack
,

V
e

rw
altu

n
g

sv
e

rfah
re

n
sg

e
se

tz
(

K
o

m
m

e
n

tar)
,

8
.

A
u

fl.,
2

0
0

4
,

S
.

1
0

0
2
.

(

�)
K

.
V

o
g

e
l,

E
m

p
fie

h
lt

sich
e

in
e

A
n

p
assu

n
g

d
e

r
V

o
rsch

rifte
n
�
���

B
e

rich
tig

u
n

g
u

n
d
�
�
����

�
	

v
o

n
S

te
u

e
rb

e
sch

e
id

e
n

an

d
as

allg
e

m
e

in
e

V
e

rw
altu

n
g

sre
ch

t,
u

n
d

w
e

lch
e

so
n

stig
e

n
R

e
fo

rm
e

n
sin

d
au

f
d

ie
se

m
G

e
b

ie
t

in
B

e
trach

t
zu

zie
h

e
n

?,
1

9
6

6
,

S
.

8
0

ff.

(

�)
V

g
l.


���

�
��

�
�

F
n

（1
1)

,
S
.

1
4

4
f.

(

�)

Ｓ
Ｇ
Ｂ
第
一
〇
編
第
一
章
「
行
政
手
続
」
の
立
法
経
過
・
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
乙
部
哲
郎
「
西
ド
イ
ツ
社
会
法
典
草
案

に
お
け
る
行
政
行
為
の
取
消
撤
回
」
神
院
一
〇
巻
二
号
（
昭
和
五
四
・
一
九
七
九
）
九
一
頁
以
下
。
な
お
、
同
「
西
ド
イ
ツ
社
会
法
典
に

お
け
る
行
政
行
為
の
取
消
撤
回
」
神
院
一
二
巻
三
号
（
昭
和
五
六
・
一
九
八
一
）
一
頁
以
下
参
照
。
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四

お

わ

り

に

一

一
八
九
五
年
に
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ア
ー
が
行
政
行
為
の
拘
束
力
・
存
続
効
の
概
念
を
提
示
す
る
前
に
、
実
定
法
は
す
で
に
行

政
行
為
の
取
消
・
撤
回
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
（
バ
ー
デ
ン
大
公
国
の
内
部
行
政
の
組
織
に
関
す
る
法
律

の
執
行
命
令
八
八
条
参
照)

。
そ
の
後
、
租
税
行
政
行
為
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
本
格
的
な
取
消
・
撤
回
規
定
が
お
か
れ
る
こ
と

に
な
り
（
旧
Ｒ
Ａ
Ｏ
七
四
条
〜
七
八
条)

、
侵
益
的
行
政
行
為
と
授
益
的
行
政
行
為
を
区
別
し
て
取
消
制
限
事
由
を
定
め
る
な
ど
、

一
九
七
六
年
に
制
定
の
Ａ
Ｏ
一
三
〇
条
・
一
三
一
条
と
か
な
り
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
後
、
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
八
条
・
四
九
条

に
内
容
的
に
も
通
じ
る
も
の
が
現
れ
る
（
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
行
政
法
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
行
政
法
草
案
な
ど)

。

二

第
二
次
大
戦
後
は
、
一
九
六
三
年
「
模
範
草
案
」
の
作
成
に
よ
り
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
成
立
へ
の
動
き
が
具
体
化
す
る
。
ま
た
、
租

税
法
領
域
や
社
会
保
障
法
領
域
で
も
、
行
政
行
為
の
取
消
・
撤
回
の
一
般
規
定
の
改
正
や
新
設
の
動
き
が
現
れ
る
。
第
二
次
大
戦
前

お
よ
び
大
戦
後
に
お
け
る
こ
れ
ら
草
案
等
に
お
け
る
規
律
と
Ｖ
ｗ
Ｖ
ｆ
Ｇ
四
八
条
や
Ａ
Ｏ
一
三
〇
条
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
簡
単

で
は
あ
る
が
別
稿

(

�)

や
本
稿
で
も
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(

�)

乙
部
・
注
（
２
）
一
頁
以
下
。
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